
実績情報

職員人件費（c）

間接費（d）

調整額（e）

項目

平成30年度　行政評価委員会評価表 今後の方向性

事業名 区民相談事務
担当部 政策経営部 評価の

視点
①方向性
②実施内

容
③実施方

法

③

　 区政・一般相談の実績の減少傾向については、事業目的は区民の諸問題の解決であることから相談件数の多
寡を成果指標とするものではないが、現在は広報かつしか（毎月15日号）への掲載や地区センター等公共施設で
のパンフレット配布、区民ホールでの特設相談、駅前での街頭相談等を行い、周知を図っている。周知方法につい
て評価をいただきたい。
　 相談窓口の出先機関等への拡大については、過去に４か所の地区センターで相談を行ったものの件数が伸び
ず廃止した経緯があること、相談員ごとの得意分野によって相談者のマッチングしている現状も踏まえ、見送って
いる。窓口の実施体制についても評価をいただきたい。

担当課 すぐやる課

基本情報

施策
番号

施策 ―

所管課
の見解 改善

　 周知方法については、今後はさらに、各種イベント（矯正展、消費生活展等）や高齢者の会合等にも参加し積極
的に周知を図っていきたい。
　 また、区政・一般相談については、相談環境の向上を検討している。特に、相談ブースが連なり隣の相談者が見
える状態であること（「個室にしてほしい」との利用者アンケートの声あり）、相談スペースと待合席との距離が近く、
相談者のプライバシー確保が不十分であることなどの点が相談件数に影響を与えていることは否定できない。
　 限られたスペースの中で、相談ブースの配置やパーテーションの設置を工夫するなど、相談しやすい環境を整え
て、区民が安心して相談でき、身近な人にも勧めていただけるような相談室を目指したい。

事業の目的 区民が日常の生活で直面する諸問題を、迅速かつ適切に解決できるよう、各種の相談事業を実施する。

実施内容

【事業概要】
　 昭和46年度に区民相談室を開設し相談事業をまとめた。法律相談等は昭和28年度から実施しているものもある。区民
等が日常生活で直面する様々な問題を解決するにあたって、その一助となるよう相談事業を実施する。

【相談種類】
　 区民相談室では①区政・一般相談②交通事故相談③法律相談等専門相談12種の相談事業を実施。
　 相談員は、区の再任用・再雇用職員、専門非常勤の交通事故相談員の他、 飾弁護士倶楽部、東京税理士会 飾支
部、(社) 飾区建築設計事務所協会、（公社）東京都宅地建物取引業協会 飾区支部、東京都行政書士会 飾支部、東
京土地家屋調査士会 飾支部、東京司法書士会城北支部、東京都社会保険労務士会 飾支部、 飾区行政相談委員
協議会などの協力により、派遣されている。

コスト内訳（決算）（千円）

項目 27年度 28年度 29年度 コストの主な内訳

収
入

特
定
財
源

国庫支出金 0 0 0

都道府県支出金 0 0 0

その他 0 0 0

一般財源（a） 45,282 43,954 49,616

事
業
費

直接事業費（b） 14,502 14,064 13,916

非常勤報酬 4,933 4,934 4,934 交通事故相談員報酬

社会保険料 709 0 0 交通事故相談員社会保険料（28年度から一般職員人件費へ）

報償費 6,974 6,996 6,840 法律相談弁護士謝礼

消耗品費 342 125 169 消耗品・書籍購入

印刷製本費 34 63 38 区民相談のしおり印刷

成果指標
通信運搬費 36 39 33 相談事務郵送料

手数料 1,405 1,907 1,895 専門相談

目標・
実績

指標 指標の根拠 単位 区分 27年度 28年度 29年度

目
標

30年度 筆耕翻訳料 0 0 7 専門相談員感謝状作成

相談結果が「参考になっ
た」人の割合

アンケートによる調査 ％
目標 95 95 95

95
委託料 69 0 0 案内板作成

実績 91 94 94

目標

人
件
費
等

30,780 29,890 35,700

130 90 190

金利

実績
人件費

28,180 27,390 33,100

実績の
評価・
分析

　 成果指標は、相談者への記入式のアンケートによる「相談結果が参考になった人の割合」とし、平成28・29年度では94％が「参考になっ
た」と回答していることから、問題解決の一助となっている。
　 活動指標である相談件数は、平成28年度から件数の計上方法の変更(他の窓口へ案内した場合の不算入等)を行ったこともあるが、変更
後も減少傾向にある。特に区政・一般相談の件数に減少傾向が見られ、中でも、「その他」の相談件数が減少している。原因として、イン
ターネットの普及等により以前に比べて比較的簡易な相談に関する解決手段が増えてきていること等が考えられ、特別区全体の一般相談
の件数も減少している。
　 なお、区政・一般相談は70％程度の利用率であるが、専門相談は利用率も適正水準（法律相談90％程度、税金相談90％程度、不動産取
引相談70％程度、登記・測量相談60％程度等）であり、件数的にも横ばいで推移、概ね需要と供給のバランスもとれている。

7.20人 7.10人 7.20人

再雇用職員
2,600 2,500 2,600

1.00人 1.00人 1.00人

0 0 0

減価償却費 0 0 0

0 0 0

退職給与引当 130 90 190

（控）コスト対象外 0 0 0

活動指標
トータルコスト（f=b+c+d+e） 45,412 44,044 49,806

目標・
実績

指標 指標の根拠 単位 区分 27年度 28年度 29年度

目
標

30年度 単
位
あ
た
り
コ
ス
ト

27年度 28年度 29年度
コ
ス
ト
増
減
の

主
な
理
由

相談件数（件）
（①区政一般相談件数＋②交通事故相談件数＋③専門相談件

数）

　年々、相談件数が減少しているため、単位（相談１
件）あたりのコストが上昇した。

相談件数
①区政一般相談件数＋②交通事故

相談件数＋③専門相談件数 件
目標 － － －

－ 単位の定義
実績 8,496 7,599 7,265

目標 実績数値（g） 8,496 7,599 7,265

5,784.18円 6,829.46円実績 単位あたり区単コスト（a/ｇ） 5,329.80円

目標

実績

単位あたりコスト（ｆ/ｇ） 5,345.10円 5,796.03円 6,855.61円

目標

実績

資 料
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区民相談実績
①区政・一般相談

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

議会・行政関係 7 8 6 5 3 13 15
税金関係 92 99 86 151 68 192 130
戸籍・住民登録関係 27 40 28 5 3 14 6
環境・公害関係 18 21 11 4 2 12 16
福祉関係 41 46 39 19 17 14 26
社会保障関係 99 56 51 27 20 53 37
保健衛生関係 13 9 15 6 2 9 9
道路・河川・公園関係 10 9 14 12 5 12 8
上・下水道関係 3 1 3 0 2 4 3
教育関係 11 6 6 3 3 1 1
労働関係 112 111 145 72 54 63 77
就職関係 15 13 18 7 1 3 7
内職関係 2 3 0 0 0 1 1
交通関係 9 10 10 1 2 7 1
借地関係 136 502 324 155 145 153 144
借家関係 220 268 231 183 184 174 170
土地・建物関係 255 174 369 296 140 199 266
相隣関係 309 217 214 137 192 147 146
消費貸借関係 249 164 202 185 228 169 153
融資関係 26 24 12 15 12 10 13
損害賠償・慰謝料関係 113 98 137 112 98 80 67
相続・贈与関係 963 1,495 1,487 1,296 1,181 1,107 1,128
離婚関係 443 722 821 407 370 366 340
家庭関係 277 258 279 168 98 131 124
その他 2,260 2,091 2,090 1,854 2,390 1,184 1,050
★区政・一般相談計 A 5,710 6,445 6,598 5,120 5,220 4,118 3,938

税金関係

3%

福祉関係

1%

社会保障関係

1%

労働関係

2% 借地関係

4%

借家関係

4%

土地・建物関係

7%

相隣関係

4%

消費貸借関係

4%

損害賠償・

慰謝料関係

2%

相続・贈与関係

29%
離婚関係

9%

家庭関係

3%

その他

27%

5,710
6,445 6,598

5,120 5,220

4,118 3,938

0

2,000

4,000

6,000

8,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

区政・一般相談 件数合計

その他内訳：

・身の上に関する相談

・借金・自己破産等の相談

・学校や生徒に関係した

トラブルの相談

など

【相談内容内訳（29年度）】

別紙２



区民相談実績
②専門相談

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

法律相談 （ ）は内訳 1,632 1,658 1,635 1,636 1,626 1,672 1,590
(相続・贈与) 359 433 419 400 378 435 426
(借地・借家) 233 221 158 156 210 217 183
(クレ・サラ) 91 174 134 162 163 154 136
(損害賠償) 91 138 104 118 80 67 52
(相隣関係) 73 59 61 53 52 46 48
(離婚・親族・婚姻外交際） 269 230 250 250 241 277 250
(一般民事) 283 191 105 100 36 60 52
(倒産・債務整理) 25 20 18 16 18 12 13
(労働) － － － － － 41 50
(消費者) 17 5 1 14 9 23 17
(税務・税金） 39 55 37 10 2 1 6
(商事・会社) 37 37 27 31 16 25 22
(刑事) 22 13 9 26 14 15 15
(行政・公害・特許・渉外) － － － － － 5 1
(その他民事) 93 82 312 300 407 294 319
税金相談 192 201 209 186 257 289 307
建築・リフォームなんでも相談 28 35 45 28 36 51 43
人権身の上相談 15 23 12 16 11 13 14
行政相談 29 39 35 36 45 50 48
青少年の生活相談 88 92 55 79 63 78 78
外国人生活相談 154 194 204 243 208 236 195
交通事故相談 880 724 694 633 621 615 551
不動産取引相談 144 147 185 157 184 171 169
登記・測量相談 63 55 78 59 63 87 103
年金・社会保険・労働問題相談 20 26 33 29 38 41 31
住宅修繕相談 1 0 4 0 29 49 61
遺言書等書き方相談 94 95 143 119 95 121 131
成年後見センター出張相談 8 6
★専門相談計 B 3,340 3,289 3,332 3,221 3,276 3,481 3,327

☆一般・専門合計 A+B 9,050 9,734 9,930 8,341 8,496 7,599 7,265

3,340 3,289 3,332 3,221 3,276 3,481 3,327

0

1,000

2,000

3,000

4,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

専門相談 件数合計

9,050
9,734 9,930

8,341 8,496
7,599 7,265

5,710
6,445 6,598

5,120 5,220
4,118 3,938

3,340 3,289 3,332 3,221 3,276 3,481 3,327

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

相談合計

☆一般・専門合計

A+B

★区政・一般相談計

A

★専門相談計 B



Ⅵ　区　　民
　40．区民相談受付件数 （平成28年4月1日～平成29年3月31日）

区　分

不 動 産 更生保護 その他の

区　名 関係相談 関係相談 相    談

総 数 223,586 (881) 106,255 117,331 36,245 8,116 3,323 3,895 602 22,246 2,971 545 － 39,388 総

千 代 田 1,815 － 1,239 576 415 － 68 1 － － 25 － － 67 千

中 央 3,620 － 1,767 1,853 751 950 96 1 17 38 － － － － 中

港 3,747 － 2,230 1,517 1,223 20 96 7 34 66 71 － － － 港

新 宿 49,373 (25) 20,576 28,797 1,350 31 134 15 32 16,339 380 － － 10,516 新

文 京 2,157 － 434 1,723 1,036 217 265 12 14 － 153 14 － 12 文

台 東 4,619 － 1,714 2,905 1,296 1,242 － 3 65 － 116 － － 183 台

墨 田 5,380 － 2,578 2,802 835 1,280 104 4 6 － 152 31 － 390 墨

江 東 6,772 (34) 1,298 5,474 1,995 － － 3,201 34 65 66 － － 113 江

品 川 5,801 (24) 2,752 3,049 1,223 1,305 164 6 29 － 100 33 － 189 品

目 黒 9,893 － 2,148 7,745 1,103 － 239 3 2 220 135 28 － 6,015 目

大 田 15,870 － 12,142 3,728 2,991 － 98 90 22 － 186 － － 341 大

世 田 谷 13,639 (587) 4,984 8,655 3,021 193 125 14 11 191 312 － － 4,788 世

渋 谷 3,234 － 2,075 1,159 970 26 80 8 2 － 56 － － 17 渋

中 野 6,593 － 4,191 2,402 1,007 1,126 58 9 3 45 112 － － 42 中

杉 並 4,861 － 2,021 2,840 1,748 75 262 5 19 － 48 － － 683 杉

豊 島 4,957 － 3,347 1,610 1,099 － 61 17 36 33 11 － － 353 豊

北 5,077 － 2,791 2,286 1,791 73 120 26 11 22 98 42 － 103 北

荒 川 4,797 － 3,799 998 419 216 － － 3 － 129 29 － 202 荒

板 橋 4,186 (74) － 4,186 2,925 228 373 100 74 45 110 36 － 295 板

練 馬 22,925 (104) 17,693 5,232 3,435 167 467 346 106 － 163 74 － 474 練

足 立 16,772 － 10,051 6,721 2,140 155 124 12 28 4,026 210 － － 26 足

葛 飾 21,319 (33) 4,118 17,201 1,815 615 289 13 50 51 171 78 － 14,119 葛

江 戸 川 6,179 － 2,307 3,872 1,657 197 100 2 4 1,105 167 180 － 460 江

 資料：各区資料による。

   注：1.移動(街頭）相談件数は総数の内数である。

　　　 2.台東区の「交通事故相談」は、台東交通事故相談所の取扱件数で、電話による相談件数を含む。

　　　 3.板橋区は「一般相談」について、件数集計をしていない。

       4.次の区は、電話・文書等による相談件数を含まない。

　　　　 一般相談：千代田区

　　　　 特別相談：千代田区、港区、大田区、北区

総 数 一般相談
移動（街
頭）相談 人権身の

上 相 談

特　　　　　別　　　　　相　　　　　談

計 法律相談 税務相談 行政相談
建築関係
相　　談

結婚相談
交通事故
相　　談

特別区区民相談受付件数（28年度） 別紙３



Ⅵ　区　　民
　40．区民相談受付件数 （平成27年4月1日～平成28年3月31日）

区　分

不 動 産 更生保護 その他の

区　名 関係相談 関係相談 相    談

総 数 229,982 1,871 112,537 117,445 37,309 9,898 3,218 3,851 676 28,325 3,184 609 － 30,375 総

千 代 田 1,687 － 1,105 582 427 － 58 － 3 － 37 － － 57 千

中 央 3,949 － 2,038 1,911 752 984 102 － 19 54 － － － － 中

港 3,559 － 2,052 1,507 1,213 28 84 2 42 63 73 2 － － 港

新 宿 54,341 1,598 19,563 34,778 1,265 35 162 7 38 22,376 425 － － 10,470 新

文 京 2,400 － 506 1,894 1,127 240 272 7 20 － 201 11 － 16 文

台 東 4,668 － 1,679 2,989 1,332 1,283 － 6 76 － 118 － － 174 台

墨 田 6,033 － 3,196 2,837 870 1,310 103 2 2 － 146 31 － 373 墨

江 東 8,501 － 1,312 7,189 2,243 1,488 － 3,089 42 64 83 － － 180 江

品 川 6,220 29 2,978 3,242 1,319 1,306 161 11 42 － 102 27 － 274 品

目 黒 9,633 － 2,172 7,461 1,179 － 130 11 1 256 136 32 － 5,716 目

大 田 16,282 － 12,479 3,803 3,042 － 94 120 31 － 195 － － 321 大

世 田 谷 12,643 － 5,024 7,619 2,942 202 126 15 － 206 291 － － 3,837 世

渋 谷 3,455 － 2,225 1,230 1,050 24 73 4 1 － 57 － － 21 渋

中 野 6,728 － 4,372 2,356 977 1,073 54 11 2 54 136 － － 49 中

杉 並 5,244 － 2,396 2,848 1,801 103 283 9 21 － 49 － － 582 杉

豊 島 4,749 － 3,120 1,629 1,240 － 58 3 50 39 7 － － 232 豊

北 5,519 － 3,119 2,400 1,872 87 124 37 13 24 80 12 － 151 北

荒 川 4,912 － 3,890 1,022 475 203 － － 1 － 126 36 － 181 荒

板 橋 8,636 93 4,042 4,594 3,263 230 370 122 93 54 133 27 － 302 板

練 馬 22,215 112 16,693 5,522 3,623 221 470 363 113 － 156 116 － 460 練

足 立 17,887 － 11,040 6,847 2,217 222 131 12 18 3,952 270 － － 25 足

葛 飾 14,601 39 5,220 9,381 1,626 621 257 11 45 36 184 63 － 6,538 葛

江 戸 川 6,120 － 2,316 3,804 1,454 238 106 9 3 1,147 179 252 － 416 江

 資料：各区資料による。

   注：1.移動(街頭）相談件数は総数の内数である。

　　　 2.台東区の「交通事故相談」は、台東交通事故相談所の取扱件数で、電話による相談件数を含む。

       3.次の区は、電話・文書等による相談件数を含まない。

　　　　 一般相談：千代田区、大田区

　　　　 特別相談：千代田区、港区、大田区、渋谷区、北区

計 法律相談 税務相談 行政相談
建築関係
相　　談

結婚相談
交通事故
相　　談

総 数 一般相談
移動（街
頭）相談 人権身の

上 相 談

特　　　　　別　　　　　相　　　　　談

特別区区民相談受付件数（27年度）



Ⅵ　区　　民
　40．区民相談受付件数 （平成26年4月1日～平成27年3月31日）

区　分

不動産 更生保護 その他の

区　名 関係相談 関係相談 相談

総 数 246,834 317 117,551 129,283 39,136 10,181 3,238 3,428 603 38,366 3,215 819 － 30,540 総

千 代 田 1,730 － 1,101 629 484 － 62 3 － － 37 － － 43 千

中 央 4,005 － 1,952 2,053 830 1,061 99 3 11 49 － － － － 中

港 3,450 － 1,793 1,657 1,350 28 97 3 48 62 60 9 － － 港

新 宿 60,081 － 17,283 42,798 1,425 44 132 31 29 30,277 379 － － 10,481 新

文 京 2,467 － 577 1,890 1,141 209 284 4 12 － 186 9 － 45 文

台 東 5,146 － 2,090 3,056 1,356 1,342 － 9 88 － 95 － － 166 台

墨 田 6,261 － 3,270 2,991 940 1,356 116 2 1 － 166 38 － 372 墨

江 東 9,076 45 2,190 6,886 2,418 1,607 － 2,544 24 87 89 67 － 50 江

品 川 6,202 42 2,756 3,446 1,376 1,352 149 19 58 － 115 35 － 342 品

目 黒 11,454 － 2,230 9,224 1,169 － 137 8 1 2,060 129 33 － 5,687 目

大 田 16,850 － 12,931 3,919 3,117 － 119 129 30 － 172 － － 352 大

世 田 谷 13,056 － 4,747 8,309 3,098 257 137 18 － 226 291 － － 4,282 世

渋 谷 4,911 － 3,485 1,426 1,225 22 80 4 1 － 78 － － 16 渋

中 野 7,781 － 5,468 2,313 1,001 1,007 58 9 5 53 117 11 － 52 中

杉 並 5,800 － 2,990 2,810 1,731 135 278 6 2 － 59 － － 599 杉

豊 島 6,791 － 5,040 1,751 1,364 － 114 14 34 29 145 7 － 44 豊

北 6,144 － 3,607 2,537 1,931 87 125 52 9 32 93 39 － 169 北

荒 川 4,654 － 3,698 956 506 137 － － － － 109 30 － 174 荒

板 橋 9,307 66 4,385 4,922 3,460 244 377 168 71 61 132 84 － 325 板

練 馬 21,622 114 16,081 5,541 3,625 189 470 362 119 － 159 123 － 494 練

足 立 19,502 19 12,185 7,317 2,346 214 117 20 22 4,320 248 － － 30 足

葛 飾 13,901 31 5,120 8,781 1,636 633 186 16 36 28 157 79 － 6,010 葛

江 戸 川 6,643 － 2,572 4,071 1,607 257 101 4 2 1,082 199 255 － 564 江

 資料：各区資料による。

   注：1.移動(街頭）相談件数は総数の内数である。

       2.台東区の「交通事故相談」は、台東交通事故相談所の取扱件数で、電話による相談件数を含む。

       3.中野区の「交通事故相談」は、中野交通事故相談所の取扱件数で、電話による相談件数を含む。

　　　 4.次の区談は、電話・文書等による相談件数を含まない。

　　　　一般相談：千代田区

　　　　特別相談：千代田区、港区、大田区、北区

総 数 一般相談
移動（街
頭）相談 人権　身

の上相談

特　　　　　別　　　　　相　　　　　談

計 法律相談 税務相談 行政相談
建築関係

相談
結婚相談

交通事故
相談

特別区区民相談受付件数（26年度）


